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高知県土木設計等委託業務成績評定要綱 新旧対照表

新条文（抜粋） 現行条文（抜粋）

（趣旨）

第１条

（略）

（評定の対象）

第２条 この要綱において評定の対象となる委託業務は、検査規程により完了検査を行

う委託業務のうち１件の当初業務委託料が、５００万円以上の業務とする。

（評定者） （評定表の提出等）

第３条 ～ 第８条

（略）

（評定の結果の通知）

第９条 検査命令権者は、最終評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当

該委託業務の受注者に対して、評定の結果を、別記様式第２により通知するとともに

当該委託業務の入札及び契約担当部署で閲覧に供するものとする。

２ 閲覧期間は、当該業務の完了検査日の属する年度及びその翌年度とする。

（評定の修正等）（雑則）

第１０条 ～ 第１３条

（略）

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に契約する委託業務から適用する。

この要綱は、令和７年７月１日から施行し、同日以後に契約する委託業務から適用する。

（趣旨）

第１条

（略）

（評定の対象）

第２条 この要綱において評定の対象となる委託業務は、検査規程により完了検査を行

う委託業務のうち１件の最終業務委託料が、５００万円以上の業務とする。

（評定者） （評定表の提出等）

第３条 ～ 第８条

（略）

（評定の結果の通知）

第９条 検査命令権者は、最終評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当

該委託業務の受注者に対して、評定の結果を、別記様式第２により通知するものとする。

（評定の修正等）（雑則）

第１０条 ～ 第１３条

（略）

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に契約する委託業務から適用する。
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